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本研究は，昭和29年5月から昭和31年8月にわたり，岩手県肢体不自由児協会の依瘤により，学生の協力を得て

行った療育和談の結果を整理・分析したものである・

はじめに

教育に於て，肢体不自由児教育の分野は，全く未開拓の分野である・その研究段階は，やつと緒

についた程度で，現在，をの基礎的データの積み重ねを要求される段階であると考えられる・肢体

不巨由児の知能に関する吾々のこのさゝやかな研究も，その基礎的資料のひとつとなれは幸いであ

る・

肢体不自由児の知能については，「これらの子供達の知能を充分にはかり得るような過当なテスト

が無い」と言われ，「肢体不自由児の知能は，一般に劣っている」1）ということが，経験的に，ある

いは，数少い文献の中に言われている．FARNALDとARLITTの研究によれは，肢体不自由児の病

名別平均Ⅰ・Qは，次の通りである2）．

脊髄性小児麻痺児ニ83．79フ脳性麻痺児：69・11，結核性疾患児：86．20，中枢神経障害による肢体

不自由児：86．00，

叉，本年（1956年）夏の肢体不巨由児教育協議会の研究発表には，東京の整肢療護園の調査結果

として，脳性麻痺児76・0，脊髄性小児麻痺児105・0という数字が報告されている・

本′調査の意図

本調査のねらいとするところは，次の三点である・

第一に，肢体不自由児の知能は，はたして低いものであるのか．それが，特に，脳性麻痺児・脊

髄性′J、児麻痺児に於いて，どの程度に低いものであるのかということを吟味する．

寮二に，現行の知能テストは，肢体不自由児，特に，脳性麻痺児にとって不適当であると言われ

るが，如何なる点が不適当であるのかということを，鈴木ビネlテストの結果を問題別に検討する

ことによって考察する．

第三に，同じく，鈴木ビネーテストの結果を問題別に分析することによって，現行の知能テスト

で測定され得る知的能力に於いて，肢体不自由児，特に，脳性麻痺児が如何なる知的機能に劣って

いるのかということを検討．考察する．

調査のしかたにつし、て

前述の通り，この研究は，本研究室が，昭和29年5月より昭和31年8月迄の間に実施した療育柄

1）岩崎書店編ニ体系教育学大辞典，p・742・ 2）金子書房：教育研究事典，P．635・
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談の結果を中心として分析したものである．   

療育相談を受けた肢体不自由児級数：254名l）   

療育相談場所：岩手泉下各地10ケ所（研究室で相談に応じたもの若干名を含む）   

療育相談の内容：   

（1）医学ヨ勺診断と治療（岩手医大整形外科室担当）   

（2）教育面・心理面の調査相談（本研究室担当）  

i）基礎調査（生育歴・遺伝歴・家庭環境・問題行動などの調査）  

ii）生活基礎能力調査  

iii）知能テスト   

実施した知能テスト：  

i）実際的個別的知能測定港（鈴木ビネーテスり  

ii）武政新乙式団体知能検査  

iii）石川A式団体知能検査   

以上が実施した療育相談の概略であるが，この相談ほ，岩手県内各地で行われたと言っても沿岸  

部は含まれておらず，県内約4，000名2）の肢体不自由児の全般的傾向を知るべく，統計的根拠にもと  

づいたサンプリング調査を行ったものではない．それ故，この分析をもって直ちに肢体不自由児全  

体の知能を断定しようとするものでほなく，あくまでも，療育相談に集った子供達の結果から，そ  

の傾向をうかゞおうという方針でなされたものである点，あらかじめ了承されたい．   

実施した知能テストは，前記のとうり三種であるが，肢体不自由児ほ，その障害程度や発達程度  

によってこの三種のテストに分けて検査された．   

鈴木ビネーテストを実施したものは，満5才以下のものと，それより大きい子供でも，連動障害  

や言語障害が強くて団体テストが無理と思われるもの，叉，テストヘの適応が困難で団体テストに  

よる検査が不能である児童などである．   

武改新乙式知能検査では，幼椎固から小学校2年生までを対象とし，石川A式知能検査では，′ト  

学校3年生から中学校3年生までを対象とした．   

これらの二つの団体テストを選んだ理由は，表現表記方潅が簡単であるという点から選んだので  

ある．なお，就学適期された子供で，生活年令と学令とが相当ずれているもの，叉，中学校3年生  

以上で，18才未満のものなどほ，個別テストである鈴木ビネーテストをもって検査した．  

分 析 と 考 察  

肢体不自由児の知能テストを実施する場合，考慮しなければならないことほ，肢体不自由児の表  

現能力の不完全さがテスト結果に影響するということである．すなわち，言語障害や四肢廟痺のた  

めに，「その間題を解くだけの知的能力」をもっていても，でてくる結果が不能（－）であったり，あ  

るいは，低い点数になったりする場合が多い．故に，ある問題を課してそれが不能（－）とでた場  

合，それが，「知的能力の欠除にともなう不能」であるのか，「表現能力の欠陰に起因する不能」であ  

るかということについての判定は，非常に困難である．が，これについての詳しい検討ほ，後に，  

鈴木ビネーテストの結果分析のところで詳述したい．ここでは，テストを実施するに先立って，吾  

1）うち，知能テストの対象児童数210名．  
2）昭和2フ年8月文部省調査の推計数，出現率0．81％   

同年県教育委員会調査による岩手県小学校児童中の   
肢体不自由児1230名．これに，就学前児，中学校生  

徒，中学校卒業生（18才未満）中の肢体不自由児を  

含め，更に，就学浄予・免除児童を加え約4000名と  

推定される．  
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々が，この「表現能力の欠除」に対して如何に配慮し，如何にこの影響を少くするようにして知的  

能力を測定したかについてふれて見たい．   

団体テストの場合，被横着が，その間題の解決方洪を理解しておりながらエンピツの自由がきか  

ず，答が遅れるのであれば，その間窟が時間制隈法による問題の場合，若干の時間の超過を認める  

ことにした．（5秒のtimelimitであれば許容超過2秒程度）又，新乙式知能テストの問題7）図形  

構成の問題は，細かい動作を要求する問題であるため1），一題もできない子供があり，叉，できて  

も非常に点数の悪い場合など，如何に判断すればよいかに苦しんだのであるが，一応，次のような  

便港によった．すなわち，問題7）の結果が零であったり，あるいほ，他の間窟の成績に比し非常に  

悪い場合，その子供が手の不自由な子供で，「表現能力の欠除」によってこの結果が生じたと判断さ  

れる場合には，他の問題の平均点をもってこの間題7）の点数として加え処理した．   

叉，鈴木ビネーテストの中のtimelimitを含む問題は，団体テストの場合と同様な取扱いをし  

たが，言語障害によって発語が不明瞭な場合，被検者の言っている答の内容が正しいものであれ  

ば，その不明瞭さは，さしつかえないものと判定した．叉，三つの仕事を課する問題14）は，仕事の  

範囲を手のとゞく範囲にするように配慮した．すなわち，開いてある本を閉じさせて窓を閉める代  

用としたり，そのそばに置いてあるマッチ箱を取って検査者に手渡させるなど，足の悪い子供でも  

可能の範囲内で三つの仕事ができるように配慮した．   

「表現能力の欠除」というハンディキャップに対してほ，先づ，第一段階の配慮として大体以上  

のようなことを行ったのである．勿論，これらの配慮のみでほ解決されない点が多く存在するので  

あるが，それについてほ，鈴木ビネーテストの結果分析の場合に問題とする・  

（1）知能テスト結果の病名別比蔓交   

上述のような解釈上の前提に立って，三つのテストの夫々の病名別結果を求めたのが第1表である・  

第1義 肢体不自由児知能テスト結果表  

と 脳 性麻蠣＝酎脊髄性小児肺痺児  その他の疾病児  肢体不白由児全体  

′，   対象数l平即・Q  対触車卿・Q  対象数t牢即・Q  対象児l平均Ⅰ．Q  

Ⅰ．（llOO  
以上の児童  

〔註〕・（）内の数字は，検査を実施したが知能が極度に劣っているために，採点不随のもの・  

・不順応児ほ，teSterとの問にrappqrtが成立せず，テス1、に順応しなかったもの・   

肢体不自由児と一口に言っても，脳性麻痺・脊籠性小児麻痺・先天性股関節脱臼・関節炎・カリ  

エス・火傷．切断などいろいろのものを含むのであるが，特に知能の固から問題となる脳性麻痺児  

1）実施した団体テストの中で，細かい動作を要求す  く，どんな印でも意志表示の箇所さえわかる程度に   

るのはこの問題だけであり，他は，○でも∨でもよ  表現できればいい開題である．  
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と脊髄性小児麻痺児をその他の疾病と区別し，この三つについて比較考察した．叉，三種類のテス  

ト夫々について結果を求め，更に，検査した肢体不自由児全員について平均知能指数を求めたのが  

欝1表である．  

（a）これら三種のテストのうち，新乙式テストは，最初，表記方淡が簡単であるという理由で採  

用したものであるが，このように全般的に悪い結果がでたのは，このテストが小学校2年生迄の使  

用範囲であるのに，それ以上の子供（2年生でも生活年齢がそれ以上のもの）を若干含めてテスト  

したことから，こういう結果がでたものと思われる．しかし，唯，この理由のみによるのである  

か，あるいほ，テストそのものが不適当であったのかは，更に検討の余地があろう．このうち，鈴  

木ビネーテストに表われた結果が対象数・検査方港などから考えて，最も信頼性をもっていると言  

えよう．   

一応実施した三種類のテスト結果を見ると，全体の平均知能指数81．05となり，肢体不自由児の  

知能は，全体として見たとき，イ酎、数字を示している．  

（b）しかし，肢体不自由児の知能を見る場合，肢体不自由児全体を一括して論ザることは，必ず  

しも妥当であるとは思われない．むしろ，個々の病名別に検討することが必要である．この点から  

寛1表を見ると，脳性麻樺児の平均知能指数ほ非常に悪いが，FERNALD らのだした69．11よりは若  

干いいものとなっている．何れにしても，脳性麻痺児56名中，l．QlOO以上のものが3名という点か  

ら見て，叉，採点不能者が13名もいるという点から考えて，全体として，脳性麻痺児には，境界線  

級の児童が多いということほ言えそうである．   

唯，この場合注意せねばならないことは，同じ脳性麻痺児でも，中にほ，Ⅰ．QlOO以上の子供が3  

人おり，最高114という子供がいることである．すなわち，現在，普通に脳性麻痺児と言われてい  

るものを絵括して見れば，以上述べたように一般に知能が劣っているという結果がでるけれども，  

更にこれを，その類型に分けて見るとか，あるいは，先天性の脳性麻痺児，後天性の脳性麻痺児に  

よってどう違うかということを吟味して見る必要があると思う．しかし，そこまで分析するために  

は資料が少いので，この研究でほ，この点にほふれないことにした．   

脳性麻痺児を除，、た肢体不自由児についてほ，普通よりも三若干下まわる程度である．  

（c）団体テストほ，timelimitの問題が多い点から，このように全体的に低い数字がでたものと  

思われる．このことから，肢体不自由児にとってほ，団体テストの不適当なことがうかゞわれる．  

（d）テストに順応しないものが17名もいるということほ，肢体不自由児の情意の固からうなずけ  

ることであるが，これにつr、ては，精神衛生の面から考察を必要とする．  

（e）順応しないもの，あるい■ほ，採点不能のものが，団体テストよりも個別テストの方に多いの  

ほ奇異の感を与えるが，これほ，団体テストを一応実施して見て，不適当なものほ個別テストにま  

わし，再テストして，個別テストの項で集計した関係によるものであって，団体テストよりも個別  

テストの方が不適当であるということを示すものとはならない．  

（2）鈴木ビネーテスト結果の問題別（知的機能別）分析   

知能を測定する場合，問題の多様性から言っても，叉，いろいろの表現方港によって検査すると  

いう点から言っても，団体テストより個別テストの方に，より信頼性が認められることは明白なこ  

とである．第1表の分析考察からも分るように，表現能力がいろいろ限定される肢体不自由児にと  

って，個別テストがより効果的なことは，言うまでもない．しかし，時間的制約から，叉，脊髄性  

′ト児麻樺・カリエスなどで，下肢のみが障害をうけている子供などは，テストのための手による表  

二呪力が普通児と変りのないものもいる関係から，相談の始めに行う面接調査の際に，団体テスト可  
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能と思われるものは，団体テストを実施した．勿論，実施して見て無理な場合，個別テストにまわ  

して行ったものも多くある．しかし，前述の通り，実施した3っのテストの申で，鈴木ビネーテス  

トが最も信頼性のある結果を示していると思われたので，次に，鈴木ビネーテスト結果の間宮別分  

析を行うことによって，二三の考察をした．   

すなわち，この分肝によって意図した点は，   

第一に，「表現能力の不完全性」という点から，肢体不自由児にとって，現行のテストの如何なる  

面が不適当であるかを考察する．すなわち，第1表の考察の際に述べたように，「表硯能力の欠除」  

に対するテスト実施上の一応の配慮ほしたのであるが，更に，いろいろな形式の下位検査から成つ  

ている鈴木ビネーテストの結果を，問題別に詳しく検討することによって，どのような形式のテス  

トが不適当であるかを吟味した．   

茅こに，肢体不自由児，特に，脳性麻痺児が一般に知能が低いと言われているが，その低さの内  

容を吟味し，如何なる知的機能に劣っているかを考察した．   

以下，これらの考察のために行った問題別結果分析の方港を述べなければならない・   

問題別結果分析をおこなう場合，本来なれば，同一年令層の児童を多数テストして，その通過率  

の比餃によって吟味すればよいのであるが，調査対象数の関係からそれが不可能であったので，僧  

侶の児童の「不定帯」というものを想定し，これから鈴木ビネーテスト76問の夫々の「不能率」を  

求めて分析した．   

すなわち，今，ある問題に不能（－）の結果がでた場乱普通の子供，言いかえれば，正常な表現  

能力をもっている子供であれば，純粋に「知的能力の欠除」による（－）であると考えられるが，肢  

体不自由児の場合，その（－）が，「知的能力の欠除」による（－）であるか，「表現能力の欠除」に伴  

う（－）であるかの判定が非常に難しい．そこで，「不定帯」というものを想定したのであるが，これ  

は次のようなものである．すなわち，検査のために課した問題のうち，番号の低い方で，何ら問題  

なく容易にできたもの，すなわち，（＋＋＋＋＋＋′一＋－＋－－＋－－＋十－－－－－－）という結  

果のうち，（十）の5っ以上連続してできている前の方の段階は，「表現能力の欠除」による影響が少  

く，この子供にとっては，当然可能な段階として考え，同じく，後の方の（－）が5っ以上連続して  

いる問題より彼の方の問題ほ，知的能力の程度から，当然不能の段階として考えた1）・そして，そ  

の間にある－＋－＋－－＋－－＋＋の段階を「知的能力の欠除」による不能と，「表現能力の欠除」  

に影響されて（→）の可能性が生ずる範囲であると考えた．これを「不定帯」として，この間に含ま  

れる（＋）（－）の数を問題にしたのである．故に，第2表の「不能率」の母体となる（＋）正答数，  

（－）不答数は，この「不定帯」に含まれる（＋）（－）の数の絵和なのである．すなわち，夫々の被横  

着の「不定帯」に含まれる（＋）（－）を，問題別に，被横着全員について合計し，（「不定帯」以外の  

（＋）（－），すなわち，5っ以上連続している部分の（＋）（－）は含まない）その総和に対する（－）の  

計の百分比を「不能率」とした．したがって，「不能率」が，その間窟を課せられた児童のうち，50  

％を越えるようでほ，その間題が，肢体不自由児にとって困難な問題であると言えよう・そして，  

その困難な理由として，表現に特に細かい動作を要求するような問題は，「表現能力の欠除」によつ  

て（－）の数が多くなったものと思われ，肢体不自由児にとってほ，不適当な問題であると考えるこ  

とができるのである．これほ，鈴木ビネーテストの療準化の場合，各問題の通過率が直線的に年令  

に応じて上昇を示していることから，個々の問題によって特に困難慶の高いというものが無く，そ  

の間題のみが，その前後の間常に比絞して「不能率」が高くなりやすいということが考えられない  

1）問題はあるだろうが，便宜上そう考えた．  
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点から明らかであろう．   

次に，この「不能率」を問題にして，特に表現能力の影響の少いと思われる問題の中で，「不能率」  

の高い閏窟を取り出すことによって，肢体不自由児が，知的機能のどの面で特に欠けているかを検  

討した．個々の問題を10の知的横能に分類し，その「不能率」を求めたのが第2表の数字である．   

表現能力の影響の多いのは，手の精密な所作を要求する問題，timelimitの問題等であり，time  

limit 以外の間常については，例えば数唱の問窟なとほ，その明確さや反応速度について，肢体不  

自由児の特殊事情を考慮に入れてテストしたので，こうした問題についてほ，「表現能力欠除」の影  

響を，一応，除外し得たものと考えることができる．   

備，この知的機能の項目ほ，田中寛一氏1）が，ビネーの個別テストで測定し得る面上して列挙し  

ている項目によった．この知的鹿能に，鈴木ビネーテスト76間宮を，その間常設定の趣旨説明を読  

んで次のように分類したのである2）．   

0 精神的発達  

（1）「身体の部分の指示」；言語の理解  

（2）「見なれたものの名」；名称と事物の連合・  

（3）「性の区別」；種概念  

（5）「家の名」；自我の興味の発達   

○ 税党的体制の発達  

（6）「形の区別」；認識比絞  

（58）「時計の針」；構成・祀覚の想像   

○ 記 憶 力  

（7）「短文反唱」；記憶（文）  

（14）「三つの命令」；命令の理解  

（28）「文章の反唱」；記憶（文）  

（43）「八つの記憶の読み」；記憶（文）  

○ 新たな場面への適応力  

（8）「二線の比絞」；比萎交・理解  

（10）「了解問題」；順応能力  

（15）「二つの重さ」；比較  

（24）「了解問題」；順応能力  

（26）「了解問題」；順応能力  

○ 与えられた条件の操作  

（36）「書取り」；教育効果  

（40）「三語により一文を作る」；連合完成能力  

（⊃ 創 造 力  

（17）「長方形の構成」；図形構成能力  

（22）「絵の中の遺漏」；完成能力  

（12）「実の比率交」；判断  

（20）「四つの貨幣」；興味の発達  

（23）「左右の区別」；空間方向の理解  

（37）「時日」；時間の概念  

（59〕「紙切り」；構成・祓覚の想像  

（64）「三角形の置換」；形態認識能力  

（44）「記憶による図形の再現」；記憶（図形）  

（16）（31）（39）（46）（50）（60）（61）「数の反唱，  

あるいほ，逆唱」；言己憶（数）  

（34）「五偶の重さ」；比餃  

（41）「宝探し」；適応  

（48）「了解間窟」；順応能力  

（49）「宝探し」；適応  

（45）「乱文の整理」；構成能力  

（63）「問題の解釈」；完成能力  

1）田中鷺一‥ 最新知能測定法，p．6．  

2）・（）内寄号は問題啓号，「」内は問題内容，；後  

ほ問題の趣旨．  

・問題66以降は該当者なく省略．   

鈴，この分矧ま全く筆者の判断によって行ったも  

ー72 －  

のであり，問題によってはいろいろの楔能が複合  

され，明確に一つの横能に分業弓されないものもあ  

るが，主として関係をもつ機能別に分渾した．  

これは，更に検討の余地があるけれども便宜上こ  

のように分質した．   
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○ 抽象的思考・帰納的推理  

（30）「差異を挙げる」；思考作用  

（38）「類似点」；思考作用  

（47）「不合理の発見」；論理的思考   

○ 推理能力や，動作の確実性・敏捷性  

（11）「正方形の模写」；空間把撞  

（21）「紐結び」；連想結合の能力   

○ 観念内容の豊富さ  

（4）「絵の中の事物」；判断・統覚作用  

（18）「用途による定義」；統覚作用  

（25）「色の名」；言語の連合  

（29）「絵の内容叙述」；精神内容の豊富さ  

（35）「用途以上の定義」；統覚作用   

○ 数観念の発達  

（9）「4っの数え方」；数への興味  

（13）「13の数え方」；数への興味  

（19）「手の指の数」；数への興味  

（52）「紙の孔」；抽象能力  

（54）「抽象語の定義」；高度の思考作用  

（55）「類似点」；高度の思考作用  

（27）「菱形の模写」；空間把振  

（56）「閉ざされた箱」；推理構成  

（42）「類似の名詞」；一般概念  

（51）「60語」；連想  

（57）「寓話の解釈」；概括能力  

（62）「国王と大統領の相異」；識別儲力  

（65）「寓話の解釈」；概括能力  

（32）「20→1の逆唱」；思考の持続  

（33）「釣錬計算」；数計算の基本  

（53）「算術的推理」；推理能力  

第2 乗 鈴木ピネーテストによる各機能別不能率  

脳性麻痺児以外  
肢体不自由児  
全  体  

脳性肺痺児   知  的  機  能  
脊髄性癖嘩児lそれ以外  

1）精  神  的  発  達  

2）親 党 的 体 制 の 発 達  
20．O1  28．6  

3）記  憶  力  
68．71  59．6  

（うち，数を素材としたもの）  
68．71  65．6  

4）新たなる場面への適応力  
27．31  23．7  

5）与え ら れた条件 の操作  
71．4】  ヰ7、8  

6）創  造  力  

7）抽象的思考，帰納的推理  
8う．7   

－73－  
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8）推理能力や，動作の確実性・敏雄性  
60．O t  る3．6  

9）観 念 内 容 の 豊 富 さ  
38．91  41．7  

10）数  観  念  の  発  達  
7る．51  色9．占   

以上のようにして求められた第2表から考察されることは，次の通りである．  

（a）肢体不自由児全体として，不能率50％以上の項目は，（3ほ己憶力・伺与えられた条件の操作・  

（8）推理能力や動作の確実性敏捷性・輌数観念の発達などである．   

このうち，（朝は，被検者が肢体不自由児であり，動作の確実性敏捷性を求めることには根本的に  

無理がある点から，問題の不適当なことを示すものである．すなわち，この中に含まれるものは，  

離籍び，正方形■菱形の模写などであり，timelilT）itも加えられる関係から，この種の精密な動作  

を要求するperformance testは不適当である．しかし，脳性麻痺児の中には，言語障害をもつも  

のが多く見られるので，そういう子供達には，performance tsetが望ましい点もあるから，いち  

がいにperformance testが肢体不自由児に不適当であるとも言われない．肢体不要由児の示すハ  

ンディキャップの多様性が，このような複雑な問題を提起してくるのであり，この点が，肢体不自  

由児用の知能テストが要求されながらも容易に作成されない一つの原因であろう．  

（b）肢体不自由児全体として，特に劣っている機能に，記憶力と数観念をも挙げることができよ  

う．特に，四数の反唱・逆唱なと数を素材とした記憶力の結果が特に悪いことからしても，数に関  

する能力は，非常に劣っていると言える．吾々が取扱った脳性麻捧児の場合であれは殆ど例外なし  

に数に対する発達が遅れていたことから考えても，これほ一つの大きな特徴と思われる．この機能  

が特に劣っている理由については，今後の研究によらなければならない．特に，稀神薄弱児も，そ  

の知的特質として，抽象的推理能力の弱さと共に数観念の催さが挙げられているが，肢体不自由児  

の数萄念の弱さと精神薄弱鹿のそれとが，同じ理由によって生じ，同じ性質をもっているのである  

かほ，特に興味ある問題である．  

（C）次に，肢体不当由児全部にわたって劣っている知的機能の中でも，特に，脳性麻痺児で劣つ  

ているものがあり，あるいは，肢体不自由児全体としては，むしろ普通に近いと思われるのに，特  

に脳性麻埠児にできないものがある．それは，（2）視覚的体制の発達，（3）記憶力の数に関するもの，  

（5）与えられた条件の操作，（叫運動の確実性・敏捷性に関するもの，（9）観念内容の豊富さなどであ  

る．   

このうち，（2）には，問題6）形の区別の問題があり，9人中1人しか通過していない．これについ  

ては，W．A．CRIUCKS打ANKが，脳性麻痺児の心理的特性として挙げている「図と二鞄の関係を混乱す  

る」ということと関連して考察できるのではないかと思われる1）．   

叉，（9）観念内容の豊富さについても，「絵の中の物の叙述」，「色の名」などの間藤が，脳性麻痺児  

にはできない場合が多いので，このような低い成績がでている．これは，脳性麻痺児が，肢体不自  

由児の中でも特に全体的障害をうけるパーセンテージが多い関係から，経験範囲が極度に狭いとい  

うことに関●係すると思われるが，原因の究明については，今後の研究にまつことゝしたい．   

以上の考察から，大体，次のことが結論として言われよう．  

1）和田博夫・浦辺史著：からだの不自由な子供，p．234．  

一丁ヰーー・   
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（i）肢体不自由児の知能ほ，全体として一括して論じることはできない．すなわち，脳性麻痺  

児は，境界線級，あるいは，それ以下が多く，脊髄性小児麻痺その他のものは，普通児に近い知能  

を示す．  

（ii）肢体不自由児に，団体テストは不適当である．  

（iii）個別テストでも，連動の精密さを要求するもの，あるいほ，timelimitで行うものほ無理  

である．表二呪方港から吟味する必要がある．  

（iv）肢体不自由児は，記憶力と数的発達に劣っており，特に，この傾向は，脳性麻痺児に著し  

い．脳性麻痺児は，この他，視覚的弁別，一般的観念内容の豊富さという点に劣っていると言えよ  

う．   

以上，大体，四つの結論を述べたのであるが，これほあくまでも，療育相談に集った210人とい  

うわずかな児童についての結果であり，岩手県の肢体不自由児の中の極く一部のものの結果であ  

る．それ故，この結果をもって，ただちに，肢体不自由児の知能を断定したり推定したりすること  

は無理であり，叉，昔々はそれを意図したものでもない．序に述べた如く，このような資料が今後  

各地で多くのサンプルをとって行われ，それらが集積され，定説が生れるぺきものであると信じて  

いる．昔々も，更に，今後，滑岸部在住児童の資料や，その他多くの資料を集めて考究して行きた  

い．本研究は，その第一段階として発表した．関係各位の資料交換を希望するものである・  

－75－   




